
錦 江 町 農 業 委 員 会 ９ 月 総 会 議 事 録 

 

 

○ 開催日時 平成２７年９月１８日（金） 午前１０時００分から 

○ 開催場所 錦江町役場 庁議室 

○ 出席委員（１９人） 

会長      １番  宿利原勝吉 

代理      ２番  基  岸澄 

委員      ３番  厚ケ瀬博文 

〃       ４番  水流 豊美 

〃       ５番  平原  栄 

〃        ６番   欠 番 

〃       ７番  毛下 利美 

〃       ８番  寺田 郁哉 

〃       ９番  安水 純一 

〃      １０番  牧原  昇 

〃      １１番  元丸 敏朗 

〃      １２番  鍋  康博 

〃      １３番  徳永 哲朗 

〃      １４番  貫見 和洋 

〃      １５番  畠中 正秋 

〃      １６番  山中  徹 

〃      １７番  鳥越 秀一 

〃      １８番  樋渡 俊信 

〃      １９番  鈴  一麿 

〃      ２０番  本釜 好子 

 

○事務局職員  事務局長 窪 和人  書記 折久木まり子  書記 中野好太郎 

  



 

○議事日程 

 １、開会 

 

 ２、農業委員憲章朗読 

 

 ３、会長あいさつ 

 

 ４、議 事 

 

  第１ 議事録署名委員の指名について 

 

  第２ 会務報告について 

 

  第３ 附議事項 

 

     議案第２４号  農地法第３条許可申請について 

 

     議案第２５号  農地法第５条許可申請について 

 

議案第２６号  農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利 

             用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について 

 

     議案第２７号  非農地証明願いについて 

  



議 長  只今より平成２７年９月錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。 

 本日の総会の出席は全員であり、錦江町農業委員会会議規則第８条の規定によ

り、総会は成立していることをお知らせします。 

 

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により、本日の会

議録署名委員に １１番 元丸委員と １２番 鍋委員を指名いたしますので、よろ

しくお願いします。 

 

議 長 次に、会務報告についてを議題とします。 

事務局から報告と説明をお願いいたします。 

 

事務局 「会務報告と説明」 

 

議 長 只今の会務報告について、質疑等はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 無いようですので、以上で会務報告を終わります。 

それでは附議事項に入ります。 

 

議 長 議案第２４号 農地法第３条許可申請についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 

 

それでは議案第２４号 農地法第３条許可申請についてを説明いたします。 

先ず、受付番号９号の譲渡人は、Ｋ・Ｈさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は田代川原字池野４，２９１番、地目は畑、地積は１，１３５㎡となっ

ています。 

一方、譲受人はＮ・Ｈさん、Ｉ自治会在住の方です。 

この申請は売買による所有権移転となっています。 

Ｎさんの経営状況は、世帯員５名、労働力２名、自作地２０，０１８㎡、小作

地が４，０７９㎡で、肉用牛、水稲を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラクター、ハーベスター、バインダー、ロールベイ

ラー、ラッピングマシン各１台となっています。 

この件の担当調査員は、１１番 元丸委員です。 

 

次の受付番号１０号の譲渡人は、Ｔ・Ｓさん、Ｕ自治会在住の方です。 

申請地は神川字南永尾６，３５３番２８、地目は畑、地積は２，６４３㎡とな

っています。 



譲受人はＫ．Ｚさん、Ｕ自治会在住の方です。 

この申請は売買による所有権移転となっています。 

Ｋさんの経営状況は、世帯員５名、労働力４名、自作地２３，８２５㎡で、水

稲、甘藷を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラクター、掘り取り機各１台となっています。 

この件の担当調査員は、９番 牧原委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、順次、各担当調査員の調査報告をお

願いいたします。 

先ず、受付番号９号についてを、１１番 元丸委員お願いいたします。 

 

１１番 

元丸委員 

はい。報告します。 

譲受人のＮ・Ｈさんは、地区の中心的な方でありまして認定農家でもあります。

後継者もおりまして、経営もしっかりしております。水田、畑等もしっかり管理

されておりまして、何ら問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。 

 次に受付番号１０号についてを、１０番 牧原委員お願いいたします。 

 

１０番 

牧原委員 

 はい。このＫ・ＺさんはＫ養豚の長男で、Ｋ養豚を見ながら甘藷等を植えてい

まして、この南永尾、ここはちょうどＫ養豚の養豚場の上の方で、今、豚舎を増

やそうという考えの場所のすぐ隣接地でありまして、将来的には豚舎を作るんじ

ゃないだろうかと思っております。何ら問題は無いと思われますので、よろしく

お願いします。値段の方は事務局の方に上がっていると思いますので、よろしく

お願いします。 

 

事務局 金額については事務局の方には上がっていませんでした。 

 

議 長  ありがとうございました。 

 ただいま、各担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

１ 番 

宿利原委員 

 Ｎさんの方は。 

 

 

事務局  宅地と合わせての購入だったんですけれども、畑部分は３万７千円となってい

ます。 

 



議 長  他にありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２４号を採決します。 

お諮りします。 

議案第２４号については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 

 

（委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２４号については、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に「議案第２５号 農地法第５条許可申請についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第２５号について説明いたします。 

受付番号２号につきましては、学校施設用地のための転用申請となっていま

す。 

申請人は、譲渡人のＫ・Ｄさん外２名と譲受人の学校法人 Ｋ学園さんの連名

による申請となっています。 

申請地は田代川原字柴立５，３３４番２、地目は畑、地積は３１９㎡となって

います。 

許可後は隣の５，３３４番１の宅地と合わせて園児の屋外教育施設として利用

する予定です。 

６頁から８頁にかけて、位置図、配置図等を添付してありますので、お目通し

をお願いいたします。 

この件の担当調査員は、７番 毛下委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告をお願いいた

します。 

受付番号３号について、７番 毛下委員お願いします。 

 

７ 番 

毛下委員 

９月の１４日にお昼から貫見委員と現地を見ました。購入されたＨさんはＭ寺

の住職ということで、幼稚園、保育園を経営をされて、児童のために自然の森と

いうか、そこを活用できたら良いと思っていらっしゃって、８頁を見て頂きます



と、宅地と畑があるんですけれども、これを含めて児童公園にされる予定です。 

植栽をされて、子供たちの癒しの場所になればということで購入されたそうで

す。よろしくお願いします。金額は○○万円ということです。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、調査委員から調査報告がありましたが、質疑等はありませんか。 

 

８ 番 

寺田委員 

金額は畑だけ。 

 

７ 番 

毛下委員 

宅地を含めてです。 

８ 番 

寺田委員 

これは両方。 

７ 番 

毛下委員 

はい。今、家が建っているんですけれども、そこの宅地とか、一部畑があって、

そこも含めて木を植えたりしたいということでした。 

 

議 長 他にありませんか。 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２５号を採決します。 

お諮りします。 

議案第２５号については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 

 

（委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２５号については、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に「議案第２６号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による 

農用地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」を議題と

します。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは、議案第２６号について説明いたします。 

 先ず、受付番号２１３号、２１４号の貸し人はＨ・Ｙさん、Ｏ府在住の方です。 

申請地は２１３号が田代麓字中村上原５，５７１番５、地目は畑、地積は１，



０５８㎡、２１４号が田代麓字中村上原５，６０５番、地目は畑、地積は４，０

４９㎡で、２筆の合計は５，１０７㎡となっています。 

 貸付期間は平成２８年１月１日から平成３３年１２月１４日までで、小作料金

は全部で２５，０００円となっています。 

借り人はＭ・Ｋさん、Ｎ自治会在住の方です。 

Ｍさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者３名、自作地２２，２５６㎡、

小作地４７，０７６㎡で、水稲、肉用牛を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター３台、ロール

ベイラー、２ｔトラック、軽トラック各１台となっています。 

 

次の受付番号２１５号の貸し人はＳ・Ｋさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字拂川９０番１、地目は田、地積は１，０３５㎡となっていま

す。 

 貸付期間は平成２７年１０月１日から平成３７年１２月１４日までで、小作料

金は米３５ｋｇで１俵となっています。 

借り人はＳ・Ｍさん、Ｎ自治会在住の方です。 

Ｓさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者２名、小作地３，２８６㎡で、

水稲、地鶏飼育を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、田植機、バ

インダー、脱穀機、草刈り機各１台となっています。 

 

次の受付番号２１６号の貸し人はＫ・Ｔさん、Ｎ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字須崎６７７番１、地目は田、地積は１，７７０㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料金は米３５ｋｇで１俵となっています。 

借り人はＴ・Ｓさん、Ｎ自治会在住の方です。 

Ｔさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地９，７３７㎡、小

作地１，７７０㎡で、水稲、肉用牛を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、

モア、田植機、バインダー、脱穀機各１台となっています。 

 

次の受付番号２１７号の貸し人はＨ・Ｎさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字長尾３，３０１番１、地目は畑、地積は３，５３５㎡となっ

ています。 

 貸付期間は平成２７年１０月１日から平成３７年１２月１４日までで、小作料

金は１５，０００円となっています。 

借り人は（株）Ｔ・Ｆさん、Ｋ自治会に拠点を置く法人です。 



Ｔ・Ｆさんの経営状況は、構成員２名、雇用が２３名、自作地１，４８５㎡、

小作地１２３，８９５㎡で、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラック９台、トラクター６台、管理機３台、乗用防

除機、動噴各１台となっています。 

受付番号２１３号から２１７号までの担当調査員は１２番 鍋委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告を１２番 

鍋委員お願いいたします。 

 

１２番 

鍋 委員 

はい。説明をいたします。 

先ず、受付番号の２１３と２１４号についてですが、この案件は最近までＴさ

んという高齢の方が飼料畑として耕作されていた土地で、本人さんもですが、奥

さんも体調を壊されたという事情で牛を手放されたことにより、後任の耕作者と

して利用権設定がなされたものです。 

この場所は田代の中心部にありまして、田代中学校の直ぐ隣に広がる南部開発

で造成されました中村上原団地の一角にあります。 

Ｍ・Ｋさんは畜産、米の専業農家で、若い頃はＪＡで畜産技術員をされておら

れました。現在は一人息子のＳさんが、農大を卒業後すぐに就農されまして、肥

育専門から生産主体に切り替えられ、何事にも積極的に取り組まれておりまし

て、親子で頑張っておられます。錦江町で定める条件も、土地の利用状況、意欲、

後継者問題等、クリアされておられますので問題は無いと思います。 

次に２１５号ですが、この案件は８月に１筆調査をしているときに、毎年普通

水稲が植え付けられているのに荒れた状態であったため、地主さんへ話を伺った

ところ、今までの耕作者から戻されたということでありました。そこで借りたい

人がいるがと持ちかけたところ成立したものです。場所は大根占より田代へ入

り、中心部近くに田代中央運動場がありますが、その横を流れております長谷川

を上流に向かって３００ｍ程入ったところにあります。 

借り主のＳさんという方は、以前にもこの場で説明をさせて頂きましたが、地

鶏の飼育をされておられる方で、町内、町外、卵の販売や肉の販売をされておら

れる方で、もう４年ほどになると。又、独自の米の生産も手掛けられておられ、

契約販売等も一部なされているようです。今年の７月末には３男の息子さん、２

７歳ということでしたが、後継ぎとして帰郷されたという話で、新たなものが出

来たと話しておられました。町の定める基準、農地の利用状況、能力、意欲、後

継者等、基準をクリアしていると思われますので問題は無いかと思います。 

次に２１６号ですが、この案件は利用権の期限切れに伴うものです。場所は田

代中央運動場の新しく出来ました駐車場の東側隣の田です。Ｔさんは７７歳と高

齢ではあられますが、今でも牛６頭を飼われ、又、米も作っておられるなど大変



元気で、夫婦２人で一生懸命仕事に励んでおられます。また、息子さん夫婦も近

くの町営住宅に入居されており、繁忙期は手伝いなどをされておられます。非常

に細目な方で畑等も良く管理されておられ、錦江町の定める基準はクリアされて

いると思われますので問題は無いと思います。 

２１７号についてですが、この案件は元農業委員でしたＴさんが耕作されてお

られた畑でした。私が３年ぐらい前にあっせんした関係もあり、委員が辞められ

る前に私の方へ、次の耕作者としてＴ・ＦのＴさんへお願いしてあるという連絡

を受けておりました。合意解約の手続きが終了するのを待って連絡を取り、若干

手違いはありましたけども手続きが済んだ次第です。場所につきましては、大根

占から上がって来て田代地区に入り、すぐの茶団地がある一角で、協栄木材とい

うチップ工場がありますが、そこのすぐ隣になります。Ｔ・Ｆさんは毎回のよう

に登場されておられますように、田代地区内においても手広く園芸作物を手掛け

られておられます。認定農業者でもあられ、錦江町で定める条件もクリアされて

おらますので、何ら問題は無いものと思われます。以上で終わります。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２６号を採決します。 

お諮りします。 

議案第２６号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２６号は原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、「議案第２７号 非農地証明願いについて」を議題とします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは、「議案第２７号 非農地証明願いについて」を説明いたします。 

先ず、受付番号１５号の申請人はＭ・Ｎさん、Ｏ府在住の方です。 

申請地は、馬場字長谷川ノ上１，３８６番、地籍は１５２㎡、地目は台帳畑、

現況は原野となっています。 

１３頁に位置図を添付してありますのでお目通し下さい。 



この件の担当調査委員は、５番 平原委員です。 

 

次の受付番号１６号の申請人はＩ・Ａさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は、田代麓字拂坂４，１１０番１、地籍は１，４２６㎡、次が田代麓字

拂坂４，１１０番３、地籍は１８６㎡、次が田代麓字拂坂４，１１５番３、地籍

は４０３㎡で、３筆とも地目は台帳畑、現況は原野となっています。 

１４頁に位置図を添付してありますのでお目通し下さい。 

この件の担当調査委員は、１２番 鍋委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、各調査委員の調査報告をお願いい

たします。 

先ず、受付番号１５号について、５番 平原委員お願いいたします。 

 

５ 番 

平原委員 

はい。報告致します。 

１４日、午前９時より寺田委員、それから事務局、４名で調査に行って参りま

した。場所はＭ町との丁度境の場所です。見ても分かりますが、ここは蔓と竹で、

面積も面積ですし、非農地にするのは当然じゃないかというふうに判断を致しま

した。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号１６号について、１２番 鍋委員お願いいたします。 

 

１２番 

鍋 委員 

はい。説明します。９月１４日、月曜日の午後２時頃より、事務局３名と貫見

委員、合わせて５名で調査をいたしました。場所は田代麓の中心部の交差点を、

通称中央線と呼んでおります県道を池田方面へ向かって３・４ｋｍ走って行きま

すと、経済連の肥育センターが出て参ります。このセンターの取り付け道路の周

辺部に３か所点在しております。これは肥育牛センターになる前の、旧馬のトレ

ーニングセンターの造成時に伴い、県道等の改良工事も同時になされておりまし

て、今回の土地はその際の買収に該当しなかった部分に当たると思われます。現

状を確認しました限り、３筆ともに苦竹、雑木及び３０年生以上の杉等が立って

いたりと、原野状態にあり、又、この県道の両側に位置しておりまして、左右と

もに急な傾斜地となっており、復元しても耕作は適さないと思われました。以上

で非農地としてはやむを得ないという判断をしたところです。終わります。 

 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 



委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２７号を採決します。 

お諮りします。 

議案第２７号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２７号 非農地証明願いについては、原案のとおり決

定しました。 

 

議 長 以上で、平成２７年９月錦江町農業委員会定例総会の附議事項の協議を終了い

たします。 

 

 

 

錦江町農業委員会会議規則第２３条第２号の規定により署名する。 

  

会 長 

  

                          １１番 

 

                          １２番 

 

議事録調整者 窪 和人 


